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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人情報処理学会（IPSJ）及び一般

財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，

日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS X 0164 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS X 0164-1 IT アセットマネジメント－第 1 部：IT アセットマネジメントシステム－要求事項 

JIS X 0164-2 ソフトウェア資産管理－第 2 部：ソフトウェア識別タグ 

JIS X 0164-3 IT アセットマネジメント－第 3 部：権利スキーマ 

JIS X 0164-4 IT アセットマネジメント－第 4 部：資源利用測定 

JIS X 0164-5 IT アセットマネジメント－第 5 部：概要及び用語 

JIS X 0164-8 IT アセットマネジメント－第 8 部：業界標準と JIS X 0164 規格群との相互マッピング

のための指針 
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日本産業規格          JIS 
 X 0164-8：2021 
 (ISO/IEC 19770-8：2020) 

IT アセットマネジメント－第 8 部：業界標準と JIS X 

0164 規格群との相互マッピングのための指針 
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序文 

この規格は，2020 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 19770-8 を基に，技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格はフォーマットを定義し，JIS X 0164-1 と業界標準との関係を記述する文書の作成に関する要

求事項及び指針を提供する。この規格では，その文書を“マッピング文書”と呼ぶ。 

この規格の意図は，定義されたフォーマットが，標準化団体，業界団体，又はソフトウェア発行者によ

って公開されたもの，及び組織内で独自の方法で定義されたものの両方を含む，幅広い業界標準に適用で

きるようにすることにある。 

この規格で定義されているフォーマットは“双方向マッピング”をサポートしており，業界標準は JIS X 

0164-1 にマッピングでき，JIS X 0164-1 は業界標準にマッピングできる。多くのマッピングには明確さ及

び利便性の両方の側面が取り込まれる。 

この規格が ISO/IEC 19770-1:2012 を対象としている場合，ISO/IEC 19770-1:2012 の附属書 C に含まれる

情報をサポートし，その情報の上に構築されている。ISO/IEC 19770-1:2012 の附属書 C には，次の文書を

参照する業界のベストプラクティスガイダンスとの間のマッピング情報が含まれている。 

注記 ISO/IEC 19770-1:2012 は，JIS 化されていないが，一般財団法人日本情報経済社会推進協会

（JIPDEC）から英和対訳版が出版されている。この規格では，ISO/IEC 19770-1:2012 をそのま

ま記載している。 

1) 国際 IT 資産管理者協会（IAITAM）のベストプラクティスライブラリ。 

2) 日本に本拠を置く IT 資産管理評価認定協会（SAMAC）からの二つの文書。 

3) ISACA/ITGI[www.isaca.org]©1996-2007 ITGI の許可を得て使用されている，ISACA（情報システムコン

トロール協会）の情報及び関連技術 CobiT4.1®フレームワークの管理目的。 

この情報を入手することで，JIS X 0164-1 適用における学習曲線を単純化し，その可視性を改善するこ

とは間違いない。しかしながら，JIS X0164-1 の附属書でこの情報を配付するという試みは次のように様々

な問題を露見させた。 

1) 原情報の作成者は，国際規格の更新サイクルとは全く異なった方法及びスケジュールで改訂及び更新

を行う。 

2) 原情報の多くは，著作権，商標，又は特許をもつ知的財産として保護されている。国際規格でこの情

報を引用する許可を取得するのは，多くの場合，単調で時間を要する困難な作業となる。 


